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・年始は１月５日(金)より開放しています。
・１月20日(土)はゆうゆう館の全館停電の
　ため、終日お休みとなります。

まんまるーむの利用について

砂場開放
今年度は終了しました。平成30年4月から再開の予定です。

ゆうゆう館 まんまるーむ(遊戯室)を開放
日曜祝日、年末年始を除き午前9時から午後5時まで、
未就学児とその保護者はどなたでも利用できます。

 茨城町子育て支援センターは子育て中の親子に
寄り添い、親子がふれあう子どもとの絆づくりを
大切にした活動を行っています。

定期子育て相談
毎月第２水曜日
時　間：午前９時30分～11時30分(都合の良い時間にどうぞ)
場　所：保健センター　健診室　

　子育てに関する相談をお受けします。内容により
保健センター(保健師、管理栄養士)と連携して対応
します。身体計測も実施しています。

【問合せ先】こども課　子育て支援センター　☎ 029－291－0980（直通）
　　　　　　　　　　　茨城町総合福祉センター　「ゆうゆう館」内

ーは子育て中の親子に

読み聞かせ
毎月第１・３水曜日
時　間：午前11時～11時15分
場　所：まんまるーむ(遊戯室)

　子育てボランティアが絵本や紙芝居の読み聞かせ
に来てくれます。親子でゆったりとお話の世界を楽
しみましょう。

ボランティアと遊ぼう
23日(火)
時　間：午前11時～11時20分
　　　　※今月は通常と実施時間が異なります。　
場　所：まんまるーむ(遊戯室)

　今月は短い時間となりますが、たくさんのボラン
ティアさんが遊びに来てくれます。
　一緒に手遊びをしたり、おしゃべりをしたりして
地域の方々と交流をしましょう。

１月の予定
9日(火)
10日(水)

11日(木)

17日(水)
19日(金)
23日(火)
26日(金)

ボランティアによるピアノ演奏
定期子育て相談
第７回「スマイルサークル」
　　　　　　　(子育てサークル)
読み聞かせ
ボランティアによるピアノ演奏
ボランティアと遊ぼう
お楽しみシアター

要予約
町内の未就学児とその保護者対象
子育てセミナー
　『みんなでピョン』

～親子で体を使った遊びを楽しみましょう～

日　時：2月15日(木)午前10時30分～11時30分
募　集：10組
場　所：保健センター　健診室
内　容：ふれあい遊び、ミニアスレチック ほか
持ち物：タオル、着替え、水分補給用の飲み物
申込受付：1月25日(木)～

・電話または支援センター窓口でお受けします。
・動きやすい服装で参加してください。

前回の様子
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【町県民税申告に関する問合せ先】　
　　税務課　賦課グループ   ☎０２９―２４０―７１１４（直通）
【一定の取組を行った証明書に関する問合せ先】
　　特定健康診査・高齢者健康診査について 　　　　　　 保険課　　　☎０２９―２４０―７１１３（直通）
　　予防接種・がん検診・生活習慣病予防健診について　  健康増進課　☎０２９―２４０―７１３４（直通）

５　申告が必要ない方 

７　申告相談日程表（指定日以外でも申告できます）

　◎所得税の確定申告を税務署に提出した方または提出予定の方
　◎給与所得者で給与以外に所得がなく、勤務先で年末調整をした方
　◎町内に住んでいる方の税法上の扶養となっている方（社会保険の扶養とは別です）
　◎公的年金のみを受給している方で、次に該当する方
　　・65歳未満の方で、公的年金収入金額が年間98万円以下の方
　　・65歳以上の方で、公的年金収入金額が年間148万円以下の方

６　町の申告会場で受付できない申告　

町役場では次の申告相談は受付できません。水戸税務署での申告をお願いします。
　◎青色申告、贈与税、消費税に関する申告
　◎分離課税申告（土地･建物･株式等の譲渡所得、上場株式等の配当所得、先物取引に係る雑所得等）
　◎新規（１年目）の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）や住宅関連の特別控除を受ける申告
　◎「確定申告書控」に税務署の受付印が必要な方（町会場では税務署受付印の押印はできません）

　　　　　【確定申告に関する問合せ先】水戸税務署　☎０２９―２３１―４２１１
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒310―8666　水戸市北見町１－１７　

※　自動音声でご案内していますので、相談内容に応じて該当の番号を選択してください。

相談日 指  定  地  区

・・・・・

2/13（火）

2/14（水）

2/15（木）

2/19（月）
2/20（火）
2/21（水）
2/22（木）
2/23（金）

2/16（金）

2/18（日）

2/25（日）

給与所得や年金所得者で還付申告のみ
の方の受付・相談
※その他の所得がある方は受付できません。

木部・飯沼・上飯沼
越安・蕎麦原・駒渡・野曽
・南栗崎・南川又
長岡・川根地区全域
（指定された平日に来られない方）

上野合・沼前・石崎地区全域
（指定された平日に来られない方）

下飯沼・下土師・奥谷
前田・馬渡・近藤・常井・瑞穂・桜の郷
大戸・谷田部
植農・小鶴
長岡・三島

相談日 指  定  地  区
2/26（月）

2/27（火）

2/28（水）
3/ 1（木）
3/ 2（金）
3/ 5（月）
3/ 6（火）
3/ 7（水）
3/ 8（木）
3/ 9（金）
3/12（月）
3/13（火）
3/14（水）
3/15（木）

矢頭

町内全域
鳥羽田・下座・小幡・古宿
五里峰・千貫桜・船渡・東永寺
飯塚・中山・新興・前原・金沢・中石崎
桝原・宮前・下石崎・若宮
宮ヶ崎
海老沢・城之内・網掛
小堤・駒場・神宿

秋葉・南島田・神谷・生井沢
・下雨ヶ谷・上雨ヶ谷

町内全域
※混雑が予想されます。

４　事前準備をお願いします 

◎例年、申告会場は大変混み合います。円滑に受付を行うために、事前に書類の整理や計算を実施してくださ
るよう、ご協力をお願いします。収支内訳書及び医療費控除の明細書等を事前に集計されていない場合は、
集計が済んでからの受付になります。

◎扶養については、世帯内で誰が誰を扶養するか確認をお願いします。
・・
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